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ＣＡＴＶ富士五湖特別利用契約約款 

 

株式会社ＣＡＴＶ富士五湖（以下｢当社｣という）と当社の行う放送衛星及び通信衛星経由による

番組の特別利用サービスを受ける者（以下｢利用者｣という）との間に結ばれる特別利用契約（以下

｢本契約｣という）は以下の条項によるものとします。 

 

第１条 （サービスの提供） 

 当社は利用者に対し次のサービスを提供します。 

 （１）通信衛星（ＣＳ）経由による番組を当社の自主放送とし、当社の有線テレビジョン放送施 

設により利用者に送信します。 

 （２）放送衛星（ＢＳ）経由による番組について、利用者に送信する。ただし、受信料はＮＨＫ 

又は、日本衛星放送株式会社（ＷＯＷＯＷ）と利用者との契約とします。 

 

第２条（契約の単位） 

 本契約の視聴単位は、当社が所有または管理する端末機（セットトップボックス）毎とし、当社

のテレビ加入契約（以下｢加入契約｣といいます）の締結を基本条件とします。 

 ２．不特定多数の者の用に供する場所及び入場料を徴収する場所は、本契約が出来ないものとし 

ます。 

 ３．ホテル・病院・福祉・レジャー施設等の法人業務施設に本サービスの全部または一部を再送 

信する場合には別途業務契約を行うものとします。当社に無断で本サービスを再送信した場 

合は、当社は利用者に、その損害の賠償を求めることができるものとします。 

 

第３条（本契約の成立等） 

 本契約は、当社所定の手続きを終了後、当社及び利用者共に契約を承諾した時をもって成立する

ものとします。ただし、当社は利用申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないこと

があります。 

 １．利用申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 

 ２．その他利用申込者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合 

 ３．利用申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合 

 

第４条（端末機の設置費及び料金等） 

 利用者は第１条に定めた当社のサービスを受けるにあたり、端末機は自ら設置を行う場合を除き、

当社または当社が指定する業者が取り付けることを了承するものとします。 

 ２．端末機の利用料並びに設置費用は別表１の当社の定める料金とします。 

 ３．当社が第１条に定める全てのサービスを、月のうち継続して１４日以上行わなかった場合（ 

   チャンネルの全てが停止した場合）は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無 

料とします。 

４．社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の 

   １ヶ月前までに利用者に通知します。 

 



第５条（セットトップボックス） 

１．利用者は当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボッ 

  クスおよびリモートコントローラ等の付属品（以下「ＳＴＢ」という）を、当社より購入ま 

  たは別表１のレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。なお、付属のデジタ 

ル放送用ＩＣカード（以下「Ｂ－ＣＡＳカード」という）およびＣＡＴＶ専用ＩＣカード（以 

下「Ｃ－ＣＡＳカード」という）の取扱いについては、第 19 条の規定によるものとします。 

２．前項により利用者が当社より購入したＳＴＢについては、ＳＴＢ設置工事完了日から１２ヶ 

  月間保証するものとし、この保証期間内において故障が生じた場合には、当社は無償にてそ 

  の修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、利用者がＳＴＢを本来の 

  用法に従って使用しなかったときは、この限りではありません。 

３．第１項により利用者が当社より貸与を受けるＳＴＢについては、故障が生じた場合、当社は 

無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、利用者が故意 

または過失によりＳＴＢを破損または紛失した場合には、利用者は当社のＳＴＢ販売価格相 

当分を当社に支払うものとします。また当社が認める場合を除き、利用者はＳＴＢの交換を 

請求できません。 

４．第１項により当社よりＳＴＢの貸与を受ける利用者は、解約時に当社にＳＴＢを返還するも 

  のとします。 

５．利用者は、当社が必要に応じて行うＳＴＢのバージョンアップ作業の実施に同意するものと

します。 

６．集合住宅の入居者で、第 2 条第 1 項に規定する本契約締結の基本条件を満たさない利用希 

望者については、特例として１０，０００円のＳＴＢ保証金を預かることにより利用を認め 

るものとします。 

 

第６条（施設の設置および費用負担） 

１．当社は本施設のうち、放送センターから保安器の出力端子までの施設、（以下「当社施設」 

という）を所有しその設置に要する費用を負担します。 

２．利用者は本施設のうち、保安器の出力端子以降のすべての施設（以下「利用者施設」とい 

う）を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし利用者は、設置の 

際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。 

３．利用者施設の設置工事を当社が行った場合には、利用者は当社にその工事に要する費用を 

支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より１年間とします。 

 

第７条（料金の支払い方法） 

１．利用者は、別表１に定める設置費用について、当社が指定する期日までに、指定する方法 

  により支払うものとします。 

２．利用者は、別表４に定める利用料の支払いを口座振替により、利用月の翌月の当社が指定 

  する期日（金融機関の休日の場合には翌営業日）に支払うものとします。 

３．第 5 条第 1 項によりＳＴＢを購入した場合、別表１に定めるＣＡＳカード管理費を 1 年分 

前納するものとし、次年度以降も同様とすることに同意するものとします。 

４．利用者は、前３項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることがで 

  きるものとします。 

 

第８条（サービス提供の停止による損害の賠償） 

当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。 

 １．天災・事変 

 ２．放送衛星、通信衛星の降雨雪減衰を含む機能停止 

 ３．その他当社の責めに帰することのできない事由 

 



第９条（責任事項） 

当社は当社施設を有線テレビジョン放送法施行規則に適合するよう維持管理し責任を負います。

なお利用者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあるこ

とを承認するものとします。 

 

第 10 条（便宜の供与） 

利用者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、利用者の敷地、 

家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。 

 

第 11 条（著作権および著作隣接権侵害の禁止） 

利用者は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的 

とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多人数に対する対価を受けての上映、 

ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供している 

サービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。 

 

第 12 条（故障） 

１．当社または当社の指定する業者は、利用者から提供するサービスに異常がある旨申し出があ 

った場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、利用者のテレビ（以 

下「受信機」という）に起因する受信異常については、この限りではありません。 

２．利用者は、利用者施設の修復に要する費用の負担をするものとします。 

３．利用者は、利用者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修 

復に要する費用を負担するものとします。 

 

第 13 条（一時中止及び再開） 

 本契約の一時中止とは、利用者が第 1 条の（１）のサービスを受けない旨を当社が承諾した場合

をいい、再開とは利用者が第 1 条の（１）のサービスを改めて受ける旨を当社が承諾した場合をい

います。 

２．利用者は、当社のサービスの提供の一時中止をするとき、設置費用、利用料に残債務がある 

場合は事前に精算するものとします。なお、中止した日の属する月および再開する日の属す 

る月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。 

３．利用者が第 1 条の（１）のサービスを一時中止し、第 1 条（２）のサービスのみ継続を希望 

する場合、その利用料は第 7 条に定める方法により当社に支払うものとします。 

４．利用者が第 1 条のサービスをすべて中止する場合は、当社はサービスの停止をするとともに 

貸与機器がある場合は、これを撤去します。 

 

第 14 条（設置場所の変更） 

利用者は、次の場合に限り、ＳＴＢの設置場所を変更できるものとします。 

１）変更先が同一建物内となる場合 

２）変更先が当社の業務区域内であり、利用者の当社加入契約の設置場所変更に伴って行わ

れる場合 

 ２．利用者は前項の変更に要する費用を負担するものとします。 

 

第 15 条（名義変更） 

当社は次の場合には、利用者の名義変更を認めるものとします。 

１．同一世帯を構成する加入契約者からの相続または同一建物を使用する組織の代表者変更、合 

併、改称等、特に当社が認める場合にのみ、名義を継承できるものとします。 

２．前項の規定以外で、第 5 条第 1 項により利用者が購入したＳＴＢについては譲渡ができるも 

のとします。ただし、当該変更日までに残債務がある場合は利用者が精算するものとします。 



３．前項の規定により譲渡を行う場合は、貸与を受けたＢ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡＳカー 

ドは第 19 条の規定により速やかに返却するものとします。 

 

第 16 条（利用申込書記載事項の変更） 

１．利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、当社に申し出るものとします。申し出

があった場合、当社はすみやかに変更された内容に基づいたサービスの提供を開始します。 

２．前項の外、利用者は、申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い口座および名義人の変 

更がある場合には、当社が指定する届出書により申し出るものとします。 

３．利用者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第３条の規定に準じて取り扱う 

ものとします。 

 

第 17 条（利用者による解約） 

１．利用者は、本契約を解約しようとする場合は、当社が指定する届出書により申し出るものと 

します。 

２．第１項による解約の場合、利用者は、第７条第１項、第 2 項による料金を、当該解約の日の 

  属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。 

３．第 7 条第３項に該当する料金については月割りとして当該解約の日の属する月以降について 

は返金いたします。 

 

第 18 条（最低利用期間） 

本契約によるサービスの最低利用期間は、加入月を除く３ヶ月とします。最低利用期間内に解約

を希望する場合は、不足分の利用料の実費請求といたします。 

 

第 19 条（本契約の解除） 

当社は、利用者が次の各項に該当する場合には、当社は利用者に催告の上、または利用者の都合 

により当社から利用者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、本契約を停止もしくは解 

除することができるものとします。なお、解除の際、利用者は、当社が本契約の解除を催告した日

の属する月までの利用料を含んだ未払いの料金（以下「未納料金」という）を支払う義務を負いま

す。ただし、当該利用者が第５条第６項のＳＴＢ保証金を当社に預け入れている場合には、当社は

そのＳＴＢ保証金をもって未納料金の一部または全額を相殺することができるものとします。 

 

１）利用者または第７条第４項の第三者が本契約に定める料金の支払い義務を怠った場合 

２）その他この契約に違反したと認められる場合 

 ３）電力・電話の無電柱化等、当社、利用者のいずれの責にも帰することのできない事由により 

   当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合、当社は利用者にあ 

らかじめ理由を説明した上で、本契約を解除できるものとします。 

 ４）前四項目により本契約を解除した場合に、利用者が別途支払ったＮＨＫの衛星受信料、株式 

会社ＷＯＷＯＷ加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずること 

があっても、当社は何らの責任も負わないものとします。 

 

第 20 条（Ｂ－ＣＡＳカードおよびＣ－ＣＡＳカードの取扱いについて） 

 １．Ｂ－ＣＡＳカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセ 

スシステムズの「ＣＡＴＶ専用Ｂ－ＣＡＳカード使用許諾契約約款定めるところによります。 

 ２．Ｃ－ＣＡＳカードを必要とするＳＴＢを利用する利用者は、ＳＴＢの購入、貸与の別にかか 

わらず、ＳＴＢ1 台に付き 1 枚のＣ－ＣＡＳカードを当社より貸与されるものとし、ＳＴＢ 

の解約または契約の解除後は、すみやかにＣ－ＣＡＳカードを当社に返却するものとします。 

また、当社は必要に応じて、利用者にＣ－ＣＡＳカードの交換および返却を請求することが 

できるものとします。 



 ３．Ｃ－ＣＡＳカードは当社に帰属し、当社は利用者が当社の手配による以外のデータ追加およ 

   び変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及 

ぼされた損害・利益損失は、利用者が賠償するものとします。 

 ４．利用者が故意または過失によりＣ－ＣＡＳカードを破損または紛失した場合には、加入者は 

   その損害分を当社に支払うものとします。 

 

第 21 条（利用者個人情報の取扱い） 

 当社は、保有する利用者個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 

57 号、個人情報の保護に関する基本方針（平成 16 年 4 月 2 日閣議決定）、および放送受信者等の 

個人情報の保護に関する指針（平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 696 号。以下「指針」という）

に基づくほか、当社が指針第 28 条に基づいて定める基本方針（以下「宣言書」という）およびこ

の約款の規定に基づいて適正に取扱います。 

 

 ２．当社の宣言書には、当社が保有する利用者個人情報に関し、利用目的、利用者個人情報によ 

   り識別される特定の個人（以下「本人」という）が当社に対して行う各種求めに関する手続 

   き、苦情処理の手続き、その他取扱いに関し必要な事項を定め、これを当社ホームページに 

   おいて公表します。 

 ３．当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、利用者個人情報を取扱うとともに、保有 

する利用者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。 

 

第 22 条（サービスの停止） 

 当社は、本契約のうちで第 1 条（１）の契約が極端に少ないと認めた場合は、その送信を停止す

ることができるものとする。ただし、利用者には１ヶ月以上前に文書にてその旨を申し出るものと

します。 

 

第 23 条（定めなき事項） 

 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社及び利用者は本契約の締結の主旨に従い、誠意を

もって協議の上、解決に当たるものとします。 

 

【視聴料のお支払い】 

１）日本衛星放送株式会社（以下｢ＷＯＷＯＷ｣という。）の視聴料は、ＷＯＷＯＷに口座振替に 

てお支払いいただきます。 

２）その他のＳＴＢ利用料、チャンネル利用料は株式会社ＣＡＴＶ富士五湖に口座振替によりお 

支払いいただきます。 

 

 

       山梨県富士吉田市中曽根４－１０－２６ 

       株式会社ＣＡＴＶ富士五湖               
         代表取締役社長 武川  哲也             

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 割  【ご案内】本契約の最低利用期間は第 18 条により３ヶ月と定められています。    

 印 

 

 

特別利用契約申込書 

私は、株式会社ＣＡＴＶ富士五湖の特別利用契約約款を承諾のうえ申し込みます。 

申込日            年      月       日 

ＢＳ／ＣＳ放送    

申込者 

（フリガナ）  

 （氏名） 

住  所   

電話番号        －    － 

生年月日 大・昭・平        年     月     日 

ＣＡＴＶ加入契約主契

約者名 

（フリガナ） 

 （氏名） 

加入登録№ ※ＣＡＴＶ記入欄 

         

１）セットトップボックス（ＳＴＢ）の利用形態 

     （選択）  □ＳＴＢレンタル   □ＳＴＢ購入 

         

２）希望サービス 

     （選択）  □ＢＳコース     □ＣＳプラス 

         

３）個別有料契約  チャンネル名 

         

４）アダルト番組視聴制御     ☑制限する     

         

※ＣＡＴＶ利用情報欄 

STB本体 ＩＤ   

Ｂ－ＣＡＳ･ 

A-CAS カード№ 
  

Ｃ－ＣＡＳカード 

№ 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 １ 加入工事料金表および利用料金表  

加入種別 加入工事金 利用料金／月 割増利用料 備       考 

１．一般契約 １１０，０００円  ２，９７０円  戸建住宅等の家屋 

２．集合Ａ契約（１室） ４４，０００円  ２，４２０円   
アパート･マンション等の家主様一括契約     

視聴料は家主様口座一括支払い 

３．集合Ｂ契約（１棟） ０円  ２，７５０円   
県・市営住宅等の公的集合住宅の団体契約   

視聴料は口座一括支払い 

４．集合Ｃ契約（１棟） １１０，０００円  ２，９７０円   ホテル･旅館・ビジネスホテル、病院、寮、一般

企業（会社）、各種施設並びに営業目的利用               割増加入料（１端子） １６，５００円    ２台目より ４４０円／台 

５．団地契約 ２２，０００円  ２，９７０円   県・市営住宅等の公的集合住宅の個人契約 

６．特種契約 １１０，０００円  １，１００円   
自治会館等の施設 

利用料は年額一括前払い 

７．臨時契約 ５５，０００円  ２，９７０円   
期間は６ヶ月以内となります。            

利用料は契約期間分の前納一括支払い 

８．各種工事代金および手数料                               

  １） 移設工事 ４４，０００円   加入場所の変更、建替え等に伴う外線工事   

  ２） ＦＭ工事 １６，５００円   加入場所でのＦＭ放送のための回線の増設工事   

  ３） インターネット工事 ５，５００円   ケーブルインターネット加入に伴う回線工事（基本配線仕様）   

 ∟ 契約事務手数料 ３，３００円   ケーブルインターネット加入に伴う事務手数料  

  ４） 音楽事務手数料 ４，４００円   音楽放送の加入に伴う事務手数料   

  ５） 仮移設工事 １１，０００円 加入場所の建替え・改築等に伴う一時的な移設工事   

  ６） 復活工事 ４４，０００円 加入場所を再接続する場合の工事（工事内容により変動あり）   

  ７） 名義変更手数料 ５，５００円   ＣＡＴＶのテレビ視聴権を他の者に譲渡する場合の手数料   

  ８） 加入相互手数料 ３，３００円 ＣＡＴＶ連盟加盟の施設との相互受入制度を利用する場合の手数料   

                                                

９．セットトップボックス（ＳＴＢ） レンタル ８８０円    

              ４Ｋ録画レンタル １，６５０円 ※ＣＡＳカード管理費を含む   

１０．収納業務手数料     １００円／１ヶ月あたり      ※振替え不能及び集金を希望する場合      

【注意事項】 １） 上記金額は消費等が含まれております 

   ２） 当社の利用料金には WOWOWの有料放送サービス料金、ＮＨＫ受信料は含まれておりません。 

                       
 

 

別表 ２ 加入者が行う請求の種別とその料金  

請求の種類 手数料 

開示・訂正・利用停止・消去等 １件に付き３３０円（郵送を希望される場合、別途郵送料が必要です。） 

                        

                        



別表 ３ 加入者個人情報の種類とその保存期間  

個人情報の種類 保存期間 

氏名、住所、電話番号、口座番号及び名義人    

サービス区分、お客様番号、課金情報 

解約届出書を受理し工事金、利用料などが清算完了後、遅滞なく消去します。          

※解約届出書類は 5年間の保管後に完全消去となります。                    

請求金額及び引き落とし情報 工事金、利用料の清算が完了した場合、会社の該当する期の決算後消去 

                        

別表 ４ 各種プラン及び有料チャンネル利用料金一覧         

種   別 利用料金／月 備        考 

ＢＳコース 無料 ＳＴＢ設置により視聴可能なサービス 

ＣＳプラスコース １，７６０円 ＳＴＢ設置により視聴可能なオプションサービス 

 【デジタル放送チャンネル】   

種   別 利用料金／月 備        考 

ＷＯＷＯＷ 

プライム、ライブ、シネマ  
２，５３０円 

ＳＴＢ設置により視聴可能なオプションサービス 

３チャンネルセット 

スターチャンネル        １，９８０円 ＳＴＢ設置により視聴可能なオプションサービス 

フジテレビ ＮＥＸＴ １，７６０円 ＳＴＢ設置により視聴可能なオプションチャンネル                       

衛星劇場 ２，２００円 ＳＴＢ設置により視聴可能なオプションチャンネル 

Ｊ－ｓｐｏｒｔｓ ４ １，５４０円 ＳＴＢ設置により視聴可能なオプションチャンネル 

グリーンチャンネル 
１，１００円 

ＳＴＢ設置により視聴可能なオプションチャンネル                      

２チャンネルセット名称｢グリーンチャンネル｣ グリーンチャンネル ２ 

ＳＰＥＥＤチャンネル      ９９０円 ＳＴＢ設置により視聴可能なオプションチャンネル 

 上記金額は消費等が含まれております。   

   

 

 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各種お問合せ窓口】 

株式会社ＣＡＴＶ富士五湖 お客様窓口 

ＴＥＬ ０５５５－２２－１７１４ 

ＦＡＸ ０５５５－２２－３５９０ 

ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｆｇｏ.ｊｐ 

Ｅ-mail ｉｎｆｏ＠ｆｇo.ｊｐ   

【営業時間】 年中無休 ８：３０～１９：００ （土日祝日 １７：３０まで） 

 


